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１．前回の説明

２．その後の原子力規制委員会の対応

説明事項
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・令和２年２月７日：第833回審査会合において、原子力規制庁が、
日本原電株式会社（以下、「日本原電」という。）から示さ
れた柱状図には「未固結」から「固結」への書換えがある
旨指摘。

・令和２年６月４日：第865回審査会合において、日本原電が、第
833回の審査資料のボーリング柱状図の記事欄におい
て「未固結」としていた記載を「固結」へ変更したものが
17箇所 あったこと等を報告。

１．前回の説明
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4
（第865回審査会合の資料２－１から抜粋）



5（第865回審査会合の資料２－１から抜粋）



令和２年10 月７日：第31 回原子力規制委員会は「原子力発電所の新規制基準適合性審査
の状況」の説明において、本件発電所について以下の方針を示した。
○ 日本原電敦賀発電所２号炉のボーリング柱状図データ書換えに関しては、審査とは
別に、データや知見に関する記録のあり方、品質保証のあり方について原子力規制検
査で確認すること。

令和２年10 月７日～令和３年７月28日 ：原子力規制検査として２回の公開会合及び６回
（のべ10日間）の日本原電・本店での検査を実施し、事実関係の整理（柱状図記事欄の
書換えをするに至った事実関係の整理）を中心に日本原電における原因調査分析の状
況を確認。

令和３年７月28日：原子力規制庁は、第23回原子力規制委員会において令和２年10 月７日
以降の日本原電に対する原子力規制検査の状況を以下のとおり報告した。

〇「敦賀２号機の審査資料作成においては、柱状図の位置づけに対する関係者の認識
の違いがあったことや、肉眼観察及び薄片観察による膨大な破砕帯に係るデータを処
理するために必要な業務管理が適切に実施できていなかったことが確認された。」旨を
報告。 6



令和３年８月18日：第25 回原子力規制委員会は、本件発電所に係る適合性審査の取扱
いについて、以下のとおり決定した。

○ 令和３年７月28日に報告された原子力規制検査の結果を踏まえれば、今後、破砕帯
等に係る審査において、柱状図の調査データ等に基づく事業者の評価結果の妥当性
を技術的な観点から審議を行うためには、審査資料の信頼性が確保されることが必要。
このため、原子力規制検査においては、当面、以下の２点が確保される業務プロセス
が構築されているかについて優先的に検査を進めることとし、審査チームは、このよう
な業務プロセスの構築が確認されるまでの間は、審査会合を実施しない。

①調査データのトレーサビリティが確保されること
（事業者の評価根拠となっている調査データ等が変更されることなく審査資料に反映さ
れるとともに、そのプロセスが後でトレースできること）
②複数の調査手法により評価結果が審査資料に示される場合はその判断根拠が明確
にされること
（異なる調査手法等により、異なる結論となり得るデータ等が得られている場合には、
それぞれのデータが示された上で、事業者の評価結果がその根拠とともに示されるこ
と） 7
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令和３年８月１８日の原子力規制員会での決定以降、日本原電の本店での検査を４回、公
開会合を２回実施し、検査結果については、令和４年１０月２６日の原子力規制委員会にお
いて、了承された。また、検査結果を踏まえ、敦賀２号炉の新規制基準適合性審査会合を再
開することを決定。

１．検査の結果
１）プロセス構築状況の評価

令和３年８月18 日の原子力規制委員会において示された２点（７ページに記載した①、
②）が確保されうる業務プロセスの構築がなされるとともに、現時点で確認した範囲にお
いては継続的に品質を確保する取り組みがなされているものと判断。
２）重要度及び深刻度の評価

日本原電の審査資料作成プロセスが不十分だったことにより、原子力規制委員会規制
活動に影響を及ぼしたことを踏まえ、検査気づき事項に対する重要度及び深刻度の評価
を以下とした。
重要度：－
深刻度：SLⅢ

２．その後の原子力規制委員会の対応
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２．新規制基準適合性審査の状況
令和4年10月26日の規制委員会において、敦賀２号機の新規制基準適合性審査会
合を再開することを決定したことから令和4年12月9日に審査会合を実施。

まずは、事業者から、改善した業務プロセスの内容と、同プロセスに基づき、調査
データをどのように修正したか等について、説明を受けた。これに対し、原子力規制
庁から、修正履歴のトレーサビリティが確保されていることは確認できたが、調査デー
タに対する評価を見直したものを「記載の誤り」としているなど、調査データの取扱い
が必ずしも適切に行われていないため、修正の判断根拠を明示するなどの資料の改
善を指摘。
令和4年12月19日に原子力規制委員会において原子力規制委員と日本原電経営
層のと意見交換を行い、本事象を踏まえた今後の審査に向けた取組についても議論
し、石渡委員から審査資料について「きちんとした資料を出していただくということを
お願いしたい。」旨を発言。
日本原電から令和4年12月9日の審査会合での指摘事項を踏まえた審査資料が提
出され次第、その内容について審査を進めていく予定。
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参考

敦賀発電所２号機ボーリング柱状図データ書換えに係る審査会合・原子力規制検査の経緯

令和２年２月７日：第833 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合において、審査官が説明資
料に記載されたボーリング柱状図の書換えを指摘した。

10 月７日：第31 回原子力規制委員会において、ボーリング柱状図データの書換えについて、原子力規制
検査により確認を行うこととなった

10 月30 日：第916 回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合において、ボーリング柱状図

データの書換えに関する原因調査分析の妥当性を原子力規制検査の中で確認していくことを日
本原電に連絡した。

11 月30 日：第１回敦賀２号機のボーリング柱状図データ書換えの原因調査分析に係る公開会合
12 月14、15 日：日本原電本店における検査（第１回）

令和３年３月４、５日：日本原電本店における検査（第２回）
３月23 日：日本原電本店における検査（第３回）
４月15、16日：日本原電本店における検査（第４回）
５月26、27日：日本原電本店における検査（第５回）
６月18日：日本原電本店における検査（第６回）
７月19日：第２回敦賀２号機のボーリング柱状図データ書換えの原因調査分析に係る公開会合
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７月28日：第23 回原子力規制委員会において、原子力規制検査の実施状況について、以下が確認され
たことを報告。
○審査資料作成においては、柱状図の位置付けに対する関係者の認識の違いがあった。

○肉眼観察及び薄片観察により膨大なデータを処理するために必要な業務管理が適切に実施
できていなかった。

８月18日：第25 回原子力規制委員会において、以下の２点が確保される業務プロセスが構築されている
かについて優先的に検査を進めることとなった。

○調査データのトレーサビリティが確保されること
○複数の調査手法により評価結果が審査資料に示される場合はその判断根拠が明確にされること

10 月4、5、7、18日：日本原電本店における検査（第７回）
10 月26日：第３回敦賀２号機のボーリング柱状図データ書換えの原因調査分析に係る公開会合
11 月２日：第43 回原子力規制委員会において、原子力規制検査の実施状況として、以下を報告するとと

もに、事業者の社内規程改訂などの改善活動が終了し審査資料の準備が出来た段階で再度検
査を実施することとなった。

○２つの資料作成プロセスに係る社内規程の整備が不十分であること
○審査資料作成のための具体的な手順（実施計画）が定められていないこと
○直近に提出された審査資料に誤記等が発見されたこと
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令和４年５月24、25日：日本原電本店における検査（第８回）
７月26、27 日：日本原電本店における検査（第９回）
９月６、７日：日本原電本店における検査（第10 回）
９月29日：第４回敦賀２号機のボーリング柱状図データ書換えの原因調査分析に係る公開会合
10月26日：原子力規制委員会において、優先的に検査を行った業務プロセスが構築されているとの検査

結果を了承し、審査会合の再開を決定
12月９日：第1099回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合で日本原電敦賀２号炉について

審査
12月19日：第58回原子力規制委員会で日本原電経営層（CEO）と意見交換


